
日スイス経済連携協定に基づく第一種特定原産地証明書の発給申請時における 

輸送手段欄の必須入力項目の変更について 

 

２０１５年４月２２日 

日本商工会議所 国際部 

 

特定原産地証明書発給システムにおいて、日スイス経済連携協定に基づく第一種特定原

産地証明書の発給申請を行う際、これまで輸送手段欄の「積込地」及び「仕向地」は必須

入力項目としておりましたが、第一種特定原産地証明書の様式において、同欄の記載は任

意（optional）とされているため、今般、特定原産地証明書発給システムにおいても任意

入力となるよう改めました。したがって、4月27日（月）8:00AM以降に行われる発給申請か

ら、「積込地」及び「仕向地」は任意入力項目になります。 

記 

 

１．変更内容 

 日スイス協定に基づく第一種特定原産地証明書の発給申請時、特定原産地証明書発給シ

ステムにおける「Means of Transport and route」入力欄の「積込地」及び「仕向地」の

入力を「必須入力」から「任意入力」に変更（下図）。 

 

 

２．適用開始日 

 2015年4月27日8:00AM以降に行われる発給申請から適用開始 

 

以上 


